
ご入学おめでとうございます                        

高校生活を新たな気持ちでスタートしよう  

                                            

伊那弥生ケ丘高校  生徒指導係  

１  弥生ケ丘高校で充実した高校生活を送るために  

  ○ 「基本的な生活習慣」を身につけ、規則正しい生活を確立する  

  ○ 本校の生徒として自覚と誇りを持って、責任ある行動をする  

  ○ 学校は勉強の場であることを自覚し、学習中心の生活をする  

  ○ 自主・責任・協力を重んじ、共に向上する仲間づくりをする  

  ○ 学習・生徒会・クラブ活動などに目的意識を持って、計画的で積極的な取り組みをする  

  ○ 常に他人の立場に立って考え、行動するように心がける  

  

２  生活上の主な注意  

(1) 規則正しい生活を送り、健康管理に気をつけ、欠席・遅刻・早退のないようにする  

欠席・遅刻・早退の際には必ず連絡をすること。学校への連絡は午前７時４０分以降とし、

それ以前は学級担任に直接連絡する（７時４０分以前の場合は留守番電話になっています） 

(2) 校舎は午前７時半開扉、午後５時に下校とする。始業から放課後までの間は校舎外に出な

いこと  

(3) 日曜日、祝日は校舎の使用は原則禁止である。どうしても必要な時は担当職員に申し出る

こと  

(4) 自転車通学は届出制である。必要な手続きを行って必ず届出の上通学すること  

・学校所定のステッカーを車体後尾のよく見える位置に貼ること  

・校内の決められた駐輪場に置く。伊那市駅前駐輪場・市営駐車場・いなっせ等には絶対        

に置かないこと  

・「伊那市駅～学校」間、「学校～第二グラウンド」間のみの自転車利用は禁止  



・二人乗り厳禁・交通ルールやマナーを守ること  

・自転車保険に必ず加入すること（未加入の場合、長野県の条例違反となります）  

・常に整備をし、必ず施錠すること  

・ヘルメットの着用をすること  

(5) バイク通学について  

２年生からの許可制（学校または最寄りの駅まで３㎞以上）となっている  決して無許可取    

得や無許可通学をしないこと（１年の春休みから受験可）  

(6) アルバイトは原則として禁止  

・通年のアルバイトはやむを得ない場合のみ、審査の上、許可することもある  

・長期休業中（夏期・年末年始）のアルバイトは所定の手続きを経て行うことができる。    

就業日数は、休業日数の１／３を目安とする  

(7) 服装について  

   制服を着用する  

男  子   詰襟学生服（黒の通常の質素なもの）とし、学校所定のボタンをつけ、校章を左襟に    

つける  

女  子  

①  上  着   紺色二枚袖・ダブル・ボタン４個のものとする  校章を左襟につける  

②  スカート  スカート丈：立ち膝で床より 10ｃｍ以内とする  

上着と揃いで、紺色・箱ひだ４（前２，後２）のものとする  ただし、上着と揃いの紺色の   

スラックスでも良い  

なお、スカートの下にジャージやスエット等をはいてはならない（はにわスタイルの禁止）。   

ただし、バイク・自転車通学時を除く  

※夏  服    男子････白ワイシャツ・学生ズボン  

             女子････白ブラウス・制服スカート、（スラックスも可）。  

               男女とも白のポロシャツ（白地でワンポイントも可）  



※カーディガン、ベストについては学校指定のものとする   

※休日の登校についてはクラブジャージでの登校を可とし、私服での通学は厳禁  

(8) 頭髪等について  

・パーマ・脱色・染色は禁止。  

・ピアス・ブレスレット・指輪等装飾品、及び口紅・マスカラ等化粧禁止  

(9) クラブ練習時間  

・19：40 完全下校。遅くとも午後７時台後半の電車で帰宅する  

(10) 挨拶・会釈の励行、清掃の徹底、敏速な教室移動、ロッカーの上に物を置かない  

(11) 公共物愛護。落書きをしない。上下履き、体育館シューズの区別をする  

(12) 貴重品は自己責任で管理する。担任に預けるなどして教室や部室に置かない  

(13) 携帯電話の使用について  

・授業中の携帯電話の使用については、各授業担当者の指示に従う。指示のある場合を除き、  

授業中の携帯電話の使用は厳禁とする  

 

３  その他  

(1) 部室の管理・施錠を確実に行う。また、部室及び周辺の清掃を徹底する  

(2) 上履きは学校指定のサンダル・上履きのみとする。上下履きの区別をきちんとする  

(3) 校章・バッチ・ボタン・サンダルは事務室で購入可能  

(4) 自転車のステッカーの必要な者は係へ  

   

 

 

 

 

 



生徒の送迎について、保護者の皆様へお願いします  

 

  毎年、本校北側道路を利用している一般の方から、｢弥生ケ丘生を送迎する車が車

道をふさぎ、交通渋滞が起き迷惑している｣という苦情を頂きます。 

 弥生ヶ丘生を送迎する車が裏門付近に駐停車して片側又は両側の車道を狭めて

おり、通行の妨げとなっています。 

 朝、夕は本校北側道路を通勤等に利用される方も多く、特に本校生徒の登校時間

は伊那中学校生徒の登校とも重なり、大変混雑します。送迎の際には一般道の駐停

車はご遠慮頂き、春日公園駐車場等で乗降して下さい。 

また、不審者の侵入の早期発見や事故防止のために、学校敷地内への乗り入れも

禁止になっています。  

  日没後は変質者と遭遇する心配もあります。お子さんとよく連絡を取り合って、

事故が起きない場所でのお迎えを心掛けて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保護者の皆様へ 

                     長野県伊那弥生ヶ丘高等学校長 

 

問題行動に対する反省指導と懲戒処分の指針について 

 

 日頃、本校の教育活動に対しましては格別のご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

さて、本校では教育基本法の精神にのっとり、全人教育を目指しながら、「安全で安心して学べる学校」の
構築に努力しております。今後も、引き続き生徒指導を重視して、自己の確立と進路実現を目指して指導し
ていく所存であります。 

 しかし、昨今、高校生によるさまざまな問題行動が多発している状況にあり、学校の指導では対応できな
い場合について定めておかざるを得ません。 

 そこで、本校におきましても重大な問題行動に対して真にやむを得ないと判断した場合は下記のとおり懲
戒処分もとり入れて対応し、安全で安心して学べるよりよい学校づくりを進めて参りたいと考えておりま
す。 

 つきましては、下記のとおり反省指導と懲戒処分の指針をお知らせしますので、保護者の皆様のご理解と
ご協力をお願い申し上げます。 

 

Ⅰ．反省指導と懲戒処分の区別 

１ 反省指導は、当該生徒の人格の形成を目指し、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともにその後の
高校生活が健全に営まれることを目的として行われる。 

２ 懲戒処分は、生徒の在学関係の法律的地位に変動を生じるもので、訓告・停学及び退学の３種類である。
（学校教育法施行規則第 26条） 

 
Ⅱ．反省指導の対象となる問題行動 

   問題行動を起こした場合には、生徒自身が問題を考え直す時間を設ける特別指導（反省指導）を行い
ます。その場合、授業に代わる指導を、別途行うものとします。  

  なお指導の対象となる行為は以下のような行為ですが、①から⑳に該当しない問題については発生し
た時点で協議し指導の対象とするかを決定します。 

①無断アルバイト       ⑧カンニング   ⑮占有離脱物横領 

②喫煙・喫煙同席       ⑨器物破損    ⑯万引き・窃盗 

③飲酒・飲酒同席       ⑩パチンコ    ⑰覚せい剤・シンナー等薬物使用 

④無断免許取得         ⑪深夜徘徊       ⑱いじめ･暴力･威圧･金銭強要･たかり 

⑤バイク無許可通学  ⑫出会い系サイトの利用  ⑲私たちの心得（生徒手帳に記載）違反 

⑥バイク目的外使用      ⑬不純異性行為  ⑳携帯電話の校内での使用規定違反 

⑦道路交通法違反       ⑭不正乗車 

                          

Ⅲ．懲戒処分の対象者及び対象行為 

 １ 懲戒処分の対象者〈懲戒処分は下記の生徒に対して行います。〉 

   ①性行不良で改善の見込みがないと認められた者 

   ②学力劣等で成業の見込みがないと認められた者 

   ③正当な理由がなくて出席常でない者 

   ④学校の秩序を乱し、その他の学生又は生徒としての本分に反した者 

※ ただし、事実関係の確認と生徒・保護者の意見聴取を充分行い、慎重審議の上学校長が決定し処分
を行います。 

 

 ２ 懲戒処分の対象となる具体的行為 

（１）学校内外における刑罰法令に違反する行為ないし悪質な社会的逸脱行為。 

① 暴力行為 

（A）入院、通院を要するなど、深刻な傷害を負わせる行為 

（B）刃物などによって威嚇するなど､生命及び身体の安全を脅かす行為 

（C）金品の強奪行為 

（D）その他、心身の安全を脅かすような行為 

② 重大な器物損壊行為 

（A）校内の施設設備（コンピュータ､放送設備､窓ガラス､照明､壁､消火設備等）に対する重大な破壊
行為及び放火などの行為 



（B）校外においても公共の施設設備等に対する破壊行為及び放火などの行為 

 

③ その他の逸脱行為 

（A）覚せい剤やシンナーなどの薬物乱用 

（B）出会い系サイトを利用するなど､いわゆる援助交際などの買・売春行為 

（C）その他、振り込め詐欺などの、反社会的な逸脱行為 

（２）上記（１）に示されたほど悪質ではない行為、または学校の指導に従わず相当の頻度や継続性を持
って行った、学校教育活動や他の生徒の学習を妨害する行為。 

① 軽度な傷害を負わせる行為 

② 金品などのゆすり、たかり行為 

③ 重大ないじめ行為 

④ 授業中､教師の指示に従わず､教室内を徘徊する行為､又､私語を繰り返し行い授業の妨害に当た
る行為 

⑤ 騒音・悪臭を発生させる行為（花火､爆竹､非常ベルの目的外作動などの行為） 

⑥ 学期の不認定教科の改善努力をせず､学業をおろそかにする行為 

⑦ 正当な理由なく、授業へ出席せず、または中抜けを繰り返し、学業をおろそかにする行為 

⑧ その他､他の生徒の学習ないし本校の教育活動の正常な実施を妨げる行為 

 

３ 懲戒処分の内、訓告・停学処分となる場合の条件等 

（１）問題行動を起こした生徒が学校の反省指導に従わない場合。 

（２）問題行動を繰り返し通常の反省指導以上の措置が必要と判断された場合。 

（３）本校生徒や社会への影響力が大きい問題行動を起こし、学校が厳しい反省を必要と判断した場合。 

※  なお、停学処分の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況、他生徒や社会への影響等考慮して、
教育的見地からその都度定めるものとします。 

 

４ 懲戒処分の内、退学処分となる場合の条件等 

（１）問題行動を繰り返し、学校の度重なる指導に従わない場合。 

（２）極めて重大な問題行動を起こした場合。 

（３）本校での学校生活の継続が不可能であると判断した場合。 

※  なお、その決定にあたっては、生徒・保護者から事情や意見を聴く機会（弁明の機会）を持ちま
す。 

また、退学処分に至った場合でも、進路の相談にのるなど事後指導にも特段の配慮をします。 

 

 

＜参考資料＞ 

★ 学校教育法第 11 条 
  （第 11 条）校長及び教員は、教育上必要であると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒、及び児童に懲戒

を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。 
★ 学校教育法施行規則第 26 条 

 (第 26 条) 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては､児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなけれ

ばならない｡ 
②懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。 
③前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在籍する学齢児童又は学齢生徒を除き、次

の各号の一つに該当する児童等に対して行うことができる。 
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 
三 正当の理由がなくて出席常でない者 

四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 
④第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 

★ 長野県立高等学校管理規則第 35 条 
  （第 35 条）校長は、教育上必要あると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。 
   ２ 前項の懲戒は、訓戒、停学及び退学とする。 
   ３ 前項の退学は、次の各号の一つに該当するものに限る。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者    (3) 正当の理由がなくて出席常でない者 
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者    (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒の本分に反した者 

＊法的効果をともなう懲戒とは、退学と停学は生徒が学校で教育を受けることができるという法律的権利に変動を与え

ることになるため、こう呼ばれている。 


